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平成２２年度最先端研究開発戦略的強化費補助金
（最先端研究基盤事業）における交付条件

独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）から最先端研究開発戦略的強化費補

助金（最先端研究基盤事業）（以下、「補助金」という。）の交付を受ける研究機関の長（以下、「補

助事業者」という。）が、最先端研究開発戦略的強化費補助金（最先端研究基盤事業）取扱要領（平

成２２年規程第１９号。以下、「取扱要領」という。）第６条第４項の規定により従うべき交付条

件は次のとおりとする。

１ 総則

【法令等の遵守】

1-1 補助事業者は、補助事業の実施に当たり、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する

法律（昭和３０年法律第１７９号。以下、「適正化法」という。）、同法施行令(昭和３０年政

令第２５５号）、取扱要領及びこの交付条件の規定を含む、関係する法令等の規定を遵守しな

ければならない。

【補助事業実施者の責務】

1-2 補助事業者は、補助金が国民から徴収された税金等でまかなわれるものであることに留意

し、補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うように努めなければならない。

【交付条件の写しの配付】

1-3 補助事業者は、補助事業に従事する者にこの交付条件の写しを配付するとともに、適正化

法第１１条の規定によりこの交付条件に従う義務を有することを説明しなければならない。

【補助金の管理等】

1-4 補助事業者は、取扱要領及びこの交付条件の規定に従って、補助金の管理等の諸手続を行

わなければならない。

【補助金の支払い】

1-5 振興会は、補助金を取扱要領第１２条第１項の規定により交付すべき補助金の額を決定し

た後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助事業者の請求に基

づいて、補助金の全部又は一部を概算払いする。

２ 補助金の使用

【補助金の公正かつ効率的な使用】

2-1 補助事業者は、交付される補助金の公正かつ効率的な使用に努め、他の用途への使用及び

この交付条件に違反する使用をしてはならない。

【補助金の交付対象となる経費】

2-2 取扱要領第３条第２項に定める補助事業に要する経費のうち補助金交付の対象として振興

会が認める経費は、「設備整備費」及び「開発運用費」とし、その内容は以下のとおりとする。

補助事業者は、補助金を設備整備費と開発運用費に区分して使用及び管理するとともに、その

内容以外の用途に使用してはならない。また、各区分の額については、原則として流用するこ

とを認めない。

設備整備費 研究設備の購入及び据付調整・附帯工事のための経費

開発運用費 研究設備の研究開発、運転維持及び当該設備を活用した研究支援のため

の経費
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【設備整備費の費目別内訳】

2-3 設備整備費の各費目の対象となる経費は、以下のとおりとし、補助事業者は、原則として

交付申請書に記載した各費目ごとの額にしたがって、設備整備費を使用するものとする。

設備本体 設備を購入するための経費

据付工事費 設備を設置するための軽微な建物改修、電気工事などの経費

【開発運用費の費目別内訳】

2-4 開発運用費の各費目の対象となる経費は、以下のとおりとし、補助事業者は、原則として

交付申請書に記載した各費目ごとの額にしたがって、開発運用費を使用するものとする。

物品費 物品を購入するための経費

旅費 海外・国内出張（補助事業の遂行に必要な打合せ等）のための経費(交通

費、宿泊費、日当)

謝金等 補助事業への協力者に係る謝金、報酬、賃金、給与、労働者派遣業者へ

の支払いのための経費（雇用契約を行う場合は、補助事業者が契約の当

事者となること）

その他 上記のほか当該事業を遂行するための経費（例：光熱水料、印刷費､通信

費、運搬費､施設借り上げ費（研究機関の施設において補助事業の遂行が

困難な場合に限る）、雑役務費、会議費（会場借料、食事（アルコール類

を除く）費用等）､レンタル費用（コンピュータ、自動車、実験機器・器

具等）､機器修理費用､旅費以外の交通費）

【補助金の配分等】

2-5 補助事業者は、他の研究機関に対し、補助金の一部を配分し管理させること及び補助事業

の一部を委託することはできない。

【使用の制限】

2-6 補助金は、次の経費として使用してはならない。

① 補助事業者が通常備えるべき備品を購入するための経費

② 補助事業遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費

【合算使用の制限】
2-7 補助事業者は、補助金について、他の経費と補助事業に関連する部分の切り分けが可能な

場合もしくは他の経費を加えて補助事業に使用する場合に限り、他の経費と合算して使用す
ることができる（当該他の経費に合算使用の制限がある場合はこの限りでない。）。

【納品等及び支出の期限】

2-8 補助事業に係る物品の納品、役務の提供等は、平成２４年３月３１日までに終了しなけれ

ばならず、これに係る支出は、実績報告書の提出期限までに行わなければならない。

【事業の開始】

2-9 補助事業については、振興会からの交付内定通知受領後直ちに開始し、必要な契約等を

行うことができるが、必要な経費は、補助金受領後に支出し、又は補助事業者等が立て替え

て補助金受領後に精算しなければならない。

【研究者の参画制限】

2-10 「競争的資金の適正な執行に関する指針（平成18年11月14日競争的資金に関する関係府省

連絡会申し合わせ）」を踏まえ、競争的資金において不正使用もしくは不正受給又は不正行為

を行い、一定期間、当該資金の交付対象から除外される研究者については、当該一定期間、

補助事業への参画を認めないものとする。補助事業において、不正使用もしくは不正受給又

は不正行為を行った研究者についても、同様の期間、補助事業に参画できないこととする。
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３ 補助事業を変更する上で必要な手続（交付申請書の記載内容の変更に当たっての遵守事項等）

【変更できない事項】

3-1 「事業名」及び「補助事業の目的」の各欄の記載事項は、変更することができない。

【事業内容の変更】

3-2 補助事業者は補助事業の内容の変更（軽微な変更として別に定めるものを除く。）をする場

合には、別に定める「事業内容変更承認申請書」により申請を行い、振興会の承認を得なけ

ればならない。

【使用区分の変更】

3-3 補助事業者は､補助金の使用区分について､「設備整備費」、「開発運用費」の額を変更しよ

うとする場合には、別に定める「使用区分変更承認申請書」により申請を行い、振興会の承

認を得なければならない。

【費目別内訳の変更】

3-4 補助事業者は、各使用区分における費目別内訳を変更しようとする場合には、別に定める

「費目別内訳変更承認申請書」により申請を行い、振興会の承認を得なければならない。

ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

① 設備整備費の各費目の額を各々５０％を超えない範囲内で変更しようとする場合

② 開発運用費の各費目の額を開発運用費の総額の５０％を超えない範囲内で変更しよう

とする場合

【補助事業の中止又は廃止】

3-5 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合には、別に定める「補助事業中

止（廃止）承認申請書」により申請を行い、振興会の承認を得るとともに、未使用の補助金

を返還しなければならない。

【補助事業の遅延】

3-6 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難に

なった場合においては、別に定める「補助事業遅延届」により、速やかに振興会に報告して、

その指示を受けなければならない。

【軽微な変更】

3-7 補助事業の内容に関して、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、その変更が補助

目的の達成をより効率的にする場合には変更することができることとするが、補助事業の目

的は変更してはならない。

【利子の取扱】
3-8 補助金に関して生じた利子等の収入については、補助事業の遂行のために使用しなければ

ならない。

【収入の取扱】

3-9 補助事業を行う年度終了後に補助事業に関連する収入があった場合には、これを振興会に

返還しなければならない。

【補助事業完了により生じた収益の取扱い】
3-10 補助事業者は、補助事業完了後５年を経過する時点まで、補助事業の完了により収益を生

じたときは、その旨を記載した書面を振興会に提出しなければならない。また、上記書面を
受理し当該内容を確認した振興会は、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を納付さ
せることができるものとする。
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４ 実績の報告

【実績報告書の提出期限】
4-1 補助事業者は、補助事業完了後２ヵ月以内（補助事業を廃止した場合には、当該廃止の承

認を受けた後３０日以内）に、別に定める「実績報告書」により、振興会に実績報告を行わ
なければならない。

５ 取得財産の管理等

【取得財産の管理】

5-1 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下、「取得財産等」と
いう）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補
助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

5-2 補助事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるとき
は、振興会の求めに応じて、その収入の全部又は一部に相当する金額を振興会に納付しなけ
ればならない。

【財産処分の制限】
5-3 補助事業者は、１個又は１組の取得価額が５０万円以上の取得財産等について、補助金の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、廃棄し、又は担保に供しよう
とする場合は、別に定める「財産処分承認申請書」により申請を行い、あらかじめ振興会の
承認を受けなければならない。ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

① 補助事業者が補助金の全部に相当する金額を納付した場合
② 「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制

限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を
定める件（平成１４年文部科学省告示第５３号）」に定める期間を経過した場合

5-4 振興会が5-3における財産処分の承認をする基準については「文部科学省所管一般会計補助
金等に係る財産処分承認基準」によることとする。

5-5 5-2の規定は、振興会が5-3の承認をする場合において準用する。

６ その他

【経費管理・監査体制の整備】

6-1 補助事業者は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」

を踏まえ、経費管理・監査体制を整備しなければならない。

【内部監査の実施】

6-2 補助事業者は、毎年度、補助事業に関する内部監査を実施しなければならない。

【不正使用に係る調査の実施】

6-3 補助事業者は、補助金の不正使用が明らかになった場合（不正使用の疑いがある場合を含

む。）には、速やかに調査を実施し、その結果を振興会に報告しなければならない。

【日本学術振興会が行う調査等への協力】

6-4 振興会が補助事業者に対し、補助金の経理について調査し、又は報告を求めた場合には、

補助事業者は振興会に対して協力しなければならない。

【研究活動の公正性の確保】

6-5 補助事業の実施において、研究活動における不正行為（発表された研究成果の中に示され
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たデータや研究結果等の捏造や改ざん、及び盗用）が行われること、もしくは関与すること

があってはならない。

【研究活動の不正行為に係る調査の実施】

6-6 補助事業者は、研究活動における不正行為が明らかになった場合（不正行為の疑いがある

場合を含む。）には、速やかに調査を実施し、その結果を振興会に報告しなければならない。

【関係書類の整理・保管】

6-7 補助事業者は、補助事業の経理について、補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支

の状況を帳簿によって明らかにしておくとともに、当該帳簿及び収支に関する証拠書類を補

助事業の完了の日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。


